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別記１

稚内水産試験場庁舎及び構内警備並びに機械設備の運転と保守点検業務処理要領

この要領は、委託契約書第１条第１項の規定に基づき、稚内水産試験場庁舎及び構内の警備並

びに管理研究棟と飼育実験棟に設置された各種機械設備（次の第１の(2)に定める保守点検対象箇

所の維持及び運転の運用にあたり、正常な運転と危険防止を図るため、関係法令等に定めるものの

ほか、委託業務の処理についての必要な事項を定めるものとする。

第１ 業務の範囲

(1) 警備の対象箇所

① 庁舎（管理研究棟・飼育実験棟）及び構内の警備

② 飼育実験棟の機械設備の監視（別添４「警備業務における監視機械設備等」）

(2) 機械設備の運転及び保守点検対象箇所

① 管理研究棟－暖房、電気、消火、空調、給水等設備等

② 飼育実験棟－海水の揚水、濾過、循環、加温・冷却設備等機械設備等

第２ 業務時間及び人員

(1) 警備

① 開 庁 日 「１７：３０」～「翌９：００」まで １名

② 閉庁日等 「１７：３０」～「翌９：００」まで １名

「 ９：００」～「１７：３０」まで １名

(2) 機械設備

① 開 庁 日 「 ９：００」～「１７：３０」まで １名

② 閉庁日等 「 ９：００」～「１７：３０」まで １名

※ 閉庁日等とは、週休日（土曜日及び日曜日）、国民の祝日に関する法律（昭和23年

法律第178号）に規定する休日、12月29日～翌年１月３日及びその他法人が指定した

日（以下「閉庁日等」という。）

第３ 業務資格等

次のとおり業務処理責任者、警備員及び業務担当技術者等を配置するものとする。

(1) 警備

① 警備員は、警備業務について作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有して

いる者であること。

(2) 機械設備

① 機械設備の運転及び保守点検業務担当技術者は、設備の運転・監視及び日常的な点検

保守業務について、高作業の内容判断ができる技術力および必要な技能を有し、実務経

験５年以上１０年未満程度の者。

第４ 業務内容

(1) 警備

① 各部（室）の鍵の受け渡しを行うこと。

② 玄関の施錠又は開錠すること。なお、開庁日は１９時に施錠し、翌朝８時に開錠する

こととし、閉庁日等は終日施錠する。

③ 閉庁日及び時間外の庁舎出入者の確認を行うこと。

④ 閉庁日及び時間外における文書（郵便物等）、電話等の受付、管理を行うこととし、

警備業務中に配達された郵便物等は警備日誌に記入し、すべて封皮のまま委託者に引き

渡すものとする。

⑤ 遺失物及び拾得物の受付、管理を行うこと。

⑥ 国旗及び道旗並びに道総研旗（以下「国旗等」という。）の掲揚及び降納を行うこと
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と（ただし、掲揚の指示があった場合に限る）

⑦ 巡回業務を行うこと。なお、巡回時間は次のとおりとする。

1) 開 庁 日 19:00 22:00 6:00

2) 閉庁日等 19:00 22:00 6:00 10:00 14:00

3) 巡回経路 「別添５」のとおり

4) 巡回業務内容

5) 庁舎の窓及び扉の施錠確認を行うこと。

6) 未処理の可燃物確認及びその処理を行うこと。

7) 電気、ガス、防災設備の確認を行うこと。

8) 不法侵入者、挙動不審者の取締りを行うこと。

9) その他防災、防犯上必要と認められる事項。

10) 別添４に掲げる機械設備等の目視、異常停止及び警報に対する連絡を行うこと。

11) 飼育している魚類等の状態を確認すること。

12) 非常災害時における連絡を行うこと。

13) 冬季行われる除雪業務の作業確認を行うこと。

14) その他委託者が特に必要と認め、指示する事項。

⑧ 巡回にあたっては、各室の内部も巡視し、異常のないことを確認すること。

また、１９時から２０時の間、２２時から２３時の間に１回程度正面玄関の業務車の

駐車状況についても確認すること。

(2) 機械設備

① 設備の点検周期

1) 場内各部屋に設置してある機械設備（別記２「機械設備の点検周期表」の機械）に

ついて当該表の点検周期のとおり周期点検を行うこと。

② 運転・監視及び保守点検並びに室温確認、管理

1) 上記機械設備について、別添２「機械設備の運転及び保守点検業務日誌」に掲げる

設備等の運転状況及びメーター等の確認を行うこと。

2) 誘導灯や出入口表示灯は入念に点検するものとする。

3) 上記日誌４（温度管理状況）に掲げる部屋について室温確認（指定時間）するとと

もに温度管理（夏期・冬期）を行うものとする。

また、その他の室についても温度管理を行い、供給海水の温度は記録すること。

指定時間 確認する部屋名等 温度管理

玄関、総務部 夏 28℃ 冬18℃

管理研究棟 9:00・14:00

ギャラリー、図書室、廊下 夏 28℃ 冬15℃

機械室、生物濾過室、 夏 28℃ 冬18℃

飼育実験棟 9:50・14:30 飼育管理室、飼育観察室

③ 各設備の故障の対応

1) 異常を確認した設備の簡易な故障は速やかに修理すること。

2) 警備員から異常連絡を受けた設備についても同様に対応すること。

3) 受託者は、対応不可能な場合は応急処置の後、直ちに業務担当員に連絡すること。

4) 故障や異常のあった設備の対応状況は別紙の機械設備の運転及び保守点検業務日誌

に記載し業務担当員に報告するものとする。

④ 消耗品の交換

1) 各設備の消耗品、蛍光灯及び電球（場内及び街灯敷地内高さ２ｍ以下）の交換を行

うものとする。

⑤ 立会

1) 作業等、外部業者の整備点検清掃業務に立会うこと。
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⑥ 工具の管理

1) 工具等の点検整理、整理整頓をすること。

⑦ 記録管理

1) 各設備の運転状況を記録すること。

2) 保守管理に関する資料の作成、保管すること。

第５ 業務報告

委託契約書第１１条「報告義務」の規定に基づく、各報告書の様式については次のとおりと

する。

(1) 警備

① 様式は、別添１の「警備日誌」による。

② 警備員は、警備終了後に警備中に発生した災害・警報及びその他の異常は、上記日誌

に記載し委託者へ提出し確認を受けるものとする。

③ 緊急時に行った措置及び機械設備業務担当者との相互連絡についても記載、報告する

こととする。

(2) 機械設備

① 様式は、別添２の「機械設備の運転及び保守点検業務日誌」及び別添３の「機械設備

の運転及び保守点検業務記録」による。

② 機械設備員は、業務終了後、業務内容を上記日誌等に記載するものとする。

③ 故障や異常のあった設備の項各号の業務での設備の異常・交換・修繕及び立会業務等

があった場合もその旨記載すること。また、点検以外の業務については、連絡、処理事

項欄に内容を記載すること。

④ 警備員との相互連絡についても記載、報告することとする。

第６ 緊急時の措置等

委託者は、緊急時に備えて警備室に関係機関などの連絡先一覧を掲示するものとする。

(1) 警備

① 警備中に異常を発見した場合又は災害・警報等の連絡を受けた場合は、速やかに必要な

措置を取るとともに、直ちに委託者（関係部署）及び関係機関（警察・消防等）へ連絡す

るものとする。

② 別添３の機械設備・水槽及び飼育魚類等に異常を発見した場合、速やかに委託者（場内

関係部署）及び機械設備業務担当者へ連絡するものとする。

③ 対処・連絡などの措置については、警備日誌等の書面をもって報告するものとする。

(2) 機械設備

① 機械設備整備中に異常を発見した場合は、速やかに必要な措置を取るとともに、直ちに

委託者（関係部署）及び関連会社へ連絡するものとする。

第７ 警備・機械設備の相互連絡体制

(1) 警備

① 警備員は、警備中に機械設備（別添４）・水槽及び飼育魚類等に異常を発見（又は異常

が発生）した場合は速やかに委託者（場内関係部署）・機械設備委託会社及び機械設備の

業務担当者へ連絡（引継）するものとする。

(2) 機械設備

① 業務が終了したとき及び勤務時間外に機械設備を引き続き監視する必要がある場合は警

備業務担当者へ連絡（引継）するものとする。

第８ 経費の負担

業務上に使用する消耗品、資材については、委託者の負担とする。

第９ 物品の供与

(1) 業務に必要な物品は、別記３のとおり委託者が受託者へ無償で貸付けるものとする。
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(2) 業務履行に必要な電気、水道料金は、委託者が負担するものとする。ただし、受託者は、

節約に努力しなければならない。

第10 実施計画書の提出について

警備について、受託者は、予め委託者の意見を聞き警備実施計画書を作成し、委託者に提出

するものとする。


